
あなたや家族、知り合い、利用者の
困りごと、心配ごとはありませんか？

ご存じですか？成年後見制度成年後見制度Q＆A
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鹿児島市成年後見センター
お気軽にご相談ください。まずはお電話を！！

〇開所日時　月曜日～金曜日　午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで（土日祝、年末年始は休み）

〇連 絡 先  電話 099-210-7073   FAX 099-210-7103

〇所 在 地  〒892-0816  鹿児島市山下町 15 番 1 号　かごしま市民福祉プラザ４階

はっこう しゅってんふく ふくしずおかけん しずおかけんしゃかいふくしきょうぎかい せいねんこうけんせいど れいわ ねん がつはっこうかごしまししゃかいふくしきょうぎかい

発行：(福 ) 鹿児島市社会福祉協議会 出典：静岡県、(福 ) 静岡県社会福祉協議会「成年後見制度パンフレット」(令和 4年 11 月発行 )

これらの様々な不安を

解消するのが

成年後見制度だよ

後犬ちゃん

せいねんこうけんくわ

き
詳しくは成年後見センターで
聞いてね。

家族とは違うから頼めないこともあるよ

１～３か月くらいかかるよ

手数料や切手代など 1万円くらいかかるよ

本人の生活に支障のない範囲で家庭裁判所が決めるよ

本人を支援する人がいなくなるから、途中でやめることはできないよ

成年後見人等には何でも頼めるの？

成年後見人等は申立てをしたらどのくらいで決まるの？

申立てにはどのくらいの費用がかかるの？

成年後見人等に支払う報酬はいくらぐらいなの？

成年後見制度は途中でやめられるの？

※個々のケースにより回答が異なる場合があります。

※できるだけ公共交通機関をご利用ください。

城　　　山
県立図書館 黎明館 鹿児島医療センター

名山小学校 カクイックス交流センター
（県民交流センター）

市電市役所前 市電水族館口
至 鹿児島駅→←至 鹿児島中央駅

市役所
法務局

裁判所

お　堀

鹿児島市成年後見センター
（かごしま市民福祉プラザ4階）鹿児島市役所

ふくうんえい かごしまししゃかいふくしきょうぎかい

運営：(福 ) 鹿児島市社会福祉協議会
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書類の手続きに困っている



成年後見制度とは？

制度を利用するには？
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認知症、知的障害、精神障害などにより日常生活での困りごとや心配ごとが起きること
があります。そのような方々が自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちを大切
にし、生活や財産を守る、契約を代わりにするなど、法的に様々な支援をする制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の２種類があります。
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成年後見人等ってどんな人？

どんなことをしてくれるの？

本人の気持ちや体の状態、生活状況に合った支援を行う人を家庭裁判所が決めます。

ほんにん みぢか しえんしゃ

本人にとって身近な支援者

りよう てつづ

福祉や介護サービス

利用の手続き
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ふりえき けいやく と け

不利益な契約の取り消し

ていきてき ほうもん みまも

定期的な訪問や見守り
にゅういん しせつにゅうしょ てつづ

入院、施設入所などの手続き

つうちょう ほかん しはら

通帳の保管や支払い

しょるい かくにん てつづ

書類の確認と手続き

親族
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専門職
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べんごし しほうしょし しゃかいふくししとう

ふくし せんもんか

法律や福祉の専門家
（弁護士、司法書士、社会福祉士等）

任意後見

法定後見

補助／ある程度わかるけど不安…

保佐／難しいことがわからない

後見／ほとんどわからない

本人がしっかりしているうちに将来サポートしてくれる人と公証役場で
あらかじめ契約しておく制度。
判断能力が低下したら家庭裁判所に申し立てます。

判断能力が不十分な人に家庭裁判所が
サポートする人を選ぶ制度

(以下は法定後見制度について説明しています )

そうだん もうしたてしょるい じゅんび

かていさいばんしょ もうした せいねんこうけんにんとう けってい

準備の仕方も相談
できます。
（弁護士、司法書士
に依頼する場合は
有料）

じゅんび

べんごし

しかた

ゆうりょう

ばあいいらい

しほうしょし

そうだん

鹿児島市成年後見
センターにご相談
ください。
相談は無料です。
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受付後、家庭裁判所
が調査や面談を行い
ます。
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①相談 ②申立書類の準備

③家庭裁判所に申立て ④成年後見人等の決定

家庭裁判所が

成年後見人等

(サポートする人)

を決めます。
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